
�愛媛県告示第１４２２号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２８条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存

続期間を更新する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

愛宕山 八幡浜市松柏の国道１ 平成２０年 当該地域は、市

鳥獣保 ９７号と市道白尾夜昼峠線 １１月１日 街地や農耕地に隣

護区 との交点を起点とし、こ から平成 接し、広葉樹林等

こから同国道をほぼ西に ３０年１０月 森林と農耕地等が

進み、県道八幡浜港線と ３１日まで モザイク状に分布

の交点に至り、ここから する豊かな自然環

同県道を西に進み、市道 境を有している地

大黒町新港通り線との交 域であり、多様な

点に至る。ここから同市 鳥獣の生息地とな

道を北に進み、市道北浜 っていることから

４号線との交点に至り、 鳥獣保護区に指定

ここから同市道を北西に し、当該地域に生

進み、港湾臨港道路１号 息する鳥獣の保護

線との交点に至る。ここ を図る。また、定

から同港湾港道路並びに 期的に巡視を実施

これに続く市道北浜９号 し、静謐な環境の

線及び県道八幡浜保内線 保持を図り、鳥獣

を北東に進み、国道１９７ の安定的な生息に

号線に出る。ここから同 著しい影響を及ぼ

国道を北西に進み、市道 すことのないよう

大平名坂線との交点に至 留意する。

る。ここから、同市道を

東に進み、市道大平高野

地線との交点に至る。こ

こから同市道を高野地に

向かって進み、高野地で

市道松尾高野地線との交

点に至り、ここから同市

道を松尾に向かって進み、

松尾で市道白尾夜昼峠線

との交点に至る。ここか

ら同市道をほぼ西ないし

南に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

河辺鳥 大洲市河辺町川崎の県 同 上 当該地域は、丘

獣保護 道河辺小田線と市道寺藪 陵地帯が多く、区

区 川崎線との交点である七 域内は針葉樹と広

曲橋西端を起点とし、こ 葉樹が混在する林

こから同市道を南ないし 相の変化に富む森

東に進み、市道百合谷名 林を有し、多様な

場連線との交点に至り、 鳥獣の生息地とな

ここから同市道をほぼ北 っていることから、

ないし、南東に進み、市 鳥獣保護区に指定

道大中山名場連線との交 し、当該地域に生

点に至る。ここから同市 息する鳥獣の保護

道を南東に進み、市道寺 を図る。また、定

藪名場連線との交点に至 期的に巡視を実施

り、ここから同市道を南 し、静謐な環境の

西に進み、市道寺藪川崎 保持を図り、鳥獣

線との交点に至る。ここ の安定的な生息に

から同市道を東に進み、 著しい影響を及ぼ

県道小田河辺大洲線に出 すことのないよう

る。ここから同県道を西 に留意する。

に進み、県道内子河辺野

村線との交点に至り、こ

こから同県道を北西に進

み、県道河辺小田線との

交点に至る。ここから同

県道を東ないし北に進み、

起点に至る線に囲まれた

区域

� 目 次 �
告 示

○ 鳥獣保護区の存続期間の更新 …………………………………………１０７５

○ 休猟区の指定 ……………………………………………………………１０７６

○ 特定猟具使用禁止区域の指定 …………………………………………１０７９

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等 ………………………………１０８１

○ 公有水面埋立免許 ………………………………………………………１０８１

○ 公共測量の実施の通知 …………………………………………………１０８２

○ 都市計画の決定案の縦覧（３件） ……………………………………１０８２

○ 道路の区域変更（県道玉川菊間線） …………………………………１０８２

○ 道路の供用開始（ 〃 ） …………………………………１０８３

○ 開発行為に関する工事の完了 …………………………………………１０８３

○ 道路の供用開始（一般国道１９７号） …………………………………１０８３

公 告

○ シンチレーション式モニタリングポストの購入 ……………………１０８３

○ 行政情報処理端末機ほかの借入れ ……………………………………１０８４

選挙管理委員会告示

○ 愛媛県選挙事務執行規程の一部改正 …………………………………１０８５

正 誤

○ 平成２０年８月２６日付け第１９９３号愛媛県告示第１２５０号（愛媛県漁業

近代化資金利子補給規程の一部改正）中 ……………………………１０８９

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２００５号 平成２０年１０月７日

平成２０年１０月７日火曜日 第２００５号

愛 媛 県 報

１０７５



�������
�愛媛県告示第１４２３号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指定する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

中曽根 四国中央市中曽根町の 同 上 当該地域は、三

鳥獣保 三島公園入口を起点とし、 島公園、桃山墓園

護区 ここから同公園境界をほ 及びその周辺部の

ぼ東に進み、東谷に出る。 山林からなる針葉

ここから四国中央市金砂 樹と広葉樹が混在

町に通じる山道の起点に する良好な鳥獣の

向かってほぼ南東に進み、 生息環境を有して

市道柱尾線と四国中央市 いる地域であり、

金砂町に通じる山道の交 地元住民にとって

点に至る。ここから同山 は、身近な自然と

道を南西ないし南東に進 のふれあいの場と

み、野野首に通じる山道 なっていることか

に至る。ここから同山道 ら、鳥獣保護区に

をほぼ西ないし北西に進 指定し、当該地域

み、同公園西側に至る山 に生息する鳥獣の

道との交点に至る。ここ 保護を図る。また、

から同山道を北西に進み、 定期的に巡視を実

公園売店を経て、更に同 施し、静謐な環境

山道を北西に進み、起点 の保持を図り、鳥

に至る線に囲まれた区域 獣の安定的な生息

に著しい影響を及

ぼすことのないよ

う留意するととも

に、自然とのふれ

あいの場、鳥獣の

観察や保護活動を

通じた環境教育の

場としての活用を

図る。

名 称 区 域 存続期間

小川山休 四国中央市金砂町小川山柳瀬の国道 平成２０年１１

猟区 ３１９号と同町小川山引地に通じる歩道 月１日から

との交点を起点とし、ここから同区界 平成２３年１０

を北西に進み、銅山川に出て、同川右 月３１日まで

岸を下流に進み、旧伊予三島市と旧宇

摩郡新宮村との境界と同川右岸の交点

に至る。ここから旧伊予三島市と旧新

宮村との境界をほぼ南東に進み三ツ足

山（１，１０５メートル）を経て、更に同

境界をほぼ南西に進み、愛媛県と高知

県との境界に至る。ここから同境界を

西に進み、カガマシ山三角点（１，３４２

．９メートル）を経て、更に同境界を南

西ないし北西に進み、中川峠で林道中

之線に通じる山道との交点に至り、こ

こから同山道を北東ないし北に進み、

同林道に出る。ここから同林道を北に

進み、市道金砂中之川線に出て、さら

に同市道をほぼ北東に進み、市道薬師

線との交点に至る。ここから同市道を

ほぼ北西に進み、同国道に至り、ここ

から同国道をほぼ東に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

呉石休猟 旧川之江市と旧宇摩郡新宮村との境 同 上

区 界と市道中山口川之江線掘切峠との交

点を起点とし、ここから同境界をほぼ

東に進み、愛媛県と徳島県との境界に

至る。ここから同境界を東に進み、峰

畑山三角点（７４７．９メートル）を経て、

更に同境界を南に進み、銅山川に出る。

ここから同川右岸を上流に進み、銅山

川橋と国道３１９号との交点に至り、こ

こから同国道を北東ないしほぼ北西に

進み、掘切トンネル南口を経て、市道

中山口川之江線に至る。ここから同市

道をほぼ北西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

三ツ足山 四国中央市新宮町馬立の市道和田小 同 上

休猟区 屋線と県道川之江大豊線との交点を起

点とし、同県道をほぼ南に進み笹ヶ峰
ずい

隧道で愛媛県と高知県との境界に至る。

ここから、同境界を南西に進み、橡尾

山（１，２２２．１メートル）を経て、更に

同境界を北西に進み、旧伊予三島市と

旧新宮村と高知県大豊町との境界の交

点に至る。ここから旧伊予三島市と旧

新宮村との境界をほぼ北に進み、三ツ

足山（１，１０５メートル）を経て、更に

同境界を北西に進み、同市道に出る。

ここから同市道をほぼ東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

黒森休猟 新居浜市鹿森の鹿森ダム堰堤東端を 同 上

区 起点とし、ここから同ダム貯水池の常

時満水位の貯水線を南に進み、足谷川

に出る。ここから同川左岸を上流に進

み、西鈴尾谷川との合流点に至り、こ

こから同川左岸を上流に進み、東鈴尾

谷川との合流点と通称大坂屋敷越に通

じる歩道との交点に至る。ここから同

歩道を南ないし北東に進み、旧新居浜

市と旧別子山村との境界に至り、ここ

から同境界を南西に進み、愛媛県と高

知県との境界に至り、ここから同境界

を西に進み、西条市と新居浜市との境

界の交点に至る。ここから同境界を北

に進み、黒森山三角点（１，６７８．４メー
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りょう

トル）に至る。ここから稜線をほぼ北

東に進み、三角点（１，２４２．７メートル）

を経て、辻ヶ峰三角点（９５７．９メート
りょう

ル）に至る。ここから稜線を東に進み

標高点（５０８．９メートル）を経て、同

堰堤西端に至り、ここから同堰堤を東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

中奥休猟 西条市大保木の県道西条久万線の新 同 上

区 柳谷橋北端を起点とし、ここから同県

道をほぼ南に進み、千野々橋北端でイ

ノウチ谷川に出る。ここから同川左岸

を上流に進み、通称前田峠に通じる山

道との交点に至り、ここから同山道を

南東に進み、前田峠に至る。ここから、

市道東之川東西線に通じる山道を南東

に進み、同市道に出て、同市道を南西

に進み、大宮橋西端で同県道に出る。

ここから同県道を北西に進み、県道石

鎚伊予小松停車場線との交点に至り、

ここから同県道を西に進み、旧西条市

と旧周桑郡小松町との境界に至る。こ

こから同境界を北西ないし北に進み、

通称平野峠に至る。ここから林道平野

線に通じる山道を南ないし北東に進み、

同林道に出て、同林道を北東に進み、

柳谷川に出る。ここから、同川右岸を

下流に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

河之内休 旧東予市と旧周桑郡丹原町と旧越智 同 上

猟区 郡玉川町との境界の交点を起点とし、

ここから旧東予市と旧越智郡玉川町と

の境界を北に進み、三角点（１，０３２．４

メートル）を経て、通称カモシカで林

道河之内支線に通じる山道との交点に

至る。ここから同山道を東に進み、通

称ダイガタオに至る。ここから庄内公

団造林と県営林との境界を南東に進み、

官公造林１５林班と県営林との境界に至

り、ここから同境界をさらに南東に進

み、同公団造林と県営林との境界に至
りょう

る。ここから同境界稜線をほぼ南に進

み、通称ナガソ、官行造林と県営林と
りょう

の境界に至り、ここから同境界稜線を

南東に進み、林道河之内本線を横断し、
りょう

更に同境界稜線を南東に進み、通称ス

ズガタオで旧東予市と旧周桑郡丹原町

との境界に至る。ここから同境界をほ

ぼ西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

寺尾休猟 旧周桑郡丹原町と旧周桑郡小松町と 同 上

区 の境界と国道１１号との交点を起点とし、

ここから同境界を南ないし南東に進み、

志河川に出る。ここから同川右岸を下

流に進み、同国道との交点に至り、こ

こから同国道をほぼ北東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

大島北休 今治市吉海町と同市宮窪町の大島の 同 上

猟区 区域のうち、国道３１７号（自動車専用

道路に指定していない路線に限る。）

及び同国道の延長線で分断される北側

の区域

上灘休猟 伊予市双海町の犬寄峠の県道広田双 同 上

区 海線と県道中山双海線との交点を起点

とし、ここから県道中山双海線をほぼ

南西に進み、国道５６号に出る。ここか

ら同国道をほぼ南に進み、旧伊予郡双

海町と旧伊予郡中山町の境界との交点

に至り、ここから同境界をほぼ南西な

いしほぼ西に進み、旧伊予郡双海町と

喜多郡内子町の境界との交点に至り、

ここから同境界をほぼ西に進み、林道

牛ノ峰線との交点に至る。ここから同

林道をほぼ北東ないしほぼ北に進み、

林道東越線との交点に至り、ここから

同林道を南東ないし北東に進み、農道

東越線との交点に至り、ここから同農

道をほぼ南東に進み、林道牛ノ峰奥大

栄線との交点に至る。ここから同林道

を北東ないし南東に進み、林道大栄支

線との交点に至り、ここから同林道を

南東ないし東に進み、市道駄馬線に出

る。ここから同町道をほぼ北東ないし

ほぼ北西に進み、県道中山双海線との

交点に至る。ここから同県道をほぼ北

東ないしほぼ北に進み、県道広田双海

線との交点に至り、ここから同県道を

ほぼ北東に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

有枝休猟 上浮穴郡久万高原町上黒岩の県道東 同 上

区 川上黒岩線と国道３３号との交点を起点

とし、ここから同国道を西に進み、旧

上浮穴郡美川村と旧上浮穴郡久万町と

の境界に至り、ここから同境界を北な

いし東に進み、岩屋寺鳥獣保護区界に

至る。ここから同区界を東に進み、県

道西条久万線に出て、同県道を南に進

み、県道東川上黒岩線との交点に至り、

ここから同県道を南西に進み、起点に

至る線で囲まれた区域

休場休猟 上浮穴郡久万高原町中津の面河川右 同 上

区 岸と愛媛県と高知県との境界の交点を

起点とし、ここから同境界を南西に進

み、三角点（９７２．４メートル）及び三

角点（１，０４９．５メートル）を経て、猪

伏鳥獣保護区界に至り、ここから同区

界を北西に進み、国有林７４林班界に至

る。ここから同林班界をほぼ北に進み、
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三角点（１，１２５．４メートル）に至り、
りょう

ここから稜線を北東ないし北西に進み、

龍宮橋南端で町道落出黒川線に出る。

ここから同町道を東へ約３０メートル進

み、龍宮大橋南端で面河第三ダム鳥獣

保護区界に至る。ここから同区界をほ

ぼ東に進み、面河第三ダム堰堤南端に

至る。ここから面河川右岸を下流に進

み、起点に至る線で囲まれた区域

鎌倉山休 喜多郡内子町城廻の国道５６号と町道 同 上

猟区 田中線との交点である田中橋交差点を

起点とし、ここから同町道を北西に進

み、県道内子双海線に出る。ここから

同県道をほぼ北西に進み、県道串中山

線との交点に至り、ここから同県道を

ほぼ北西に進み、同町と伊予市との境

界に至り、ここから同境界を北東ない

し南に進み、同国道に出る。ここから

同国道を南西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

柾小屋休 喜多郡内子町と上浮穴郡久万高原町 同 上

猟区 と西予市との境界の交点を起点とし、

ここから喜多郡内子町と西予市との境

界をほぼ西ないし北西に進み、小田深

山鳥獣保護区界に至る。ここから同区

界を南東ないし北東に進み、妙見森を

経て、更に同区界をほぼ北東に進み、

淵首で黒川に出て、ここから同川左岸

を下流に進み、喜多郡内子町と上浮穴

郡久万高原町との境界に至る。ここか

ら同境界を南に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

感応山休 旧大洲市と旧喜多郡長浜町との境界 同 上

猟区 と県道大洲長浜線との交点を起点とし、

ここから同境界を北東ないし南東に進

み、県道藤縄長浜線に出る。ここから

同県道をほぼ南東に進み、市道藤縄線

との交点に至り、ここから同市道をほ

ぼ南に進み、市道有ノ木蛙ヶ峠線との

交点に至り、ここから同市道を南西に

進み、市道新谷八多喜新町線との交点

に至る。ここから同市道をほぼ南東に

進み、市道内通り長浜線との交点に至

る。ここから同市道を西に進み、県道

菅田五郎停車場線に出て、同県道を北

西に進み、県道大洲長浜線との交点に

至り、ここから同県道を北西に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

中居谷休 大洲市肱川町山鳥坂の県道小田河辺 同 上

猟区 大洲線と県道肱川公園線との交点であ

る鹿野川大橋東端を起点とし、ここか

ら同県道をほぼ北ないし北西に進み、

同市と喜多郡内子町との境界に至る。

ここから同境界をほぼ北東に進み、旧

喜多郡肱川町と喜多郡内子町と旧喜多

郡河辺村との境界に至る。ここから旧

喜多郡肱川町と旧喜多郡河辺村との境

界を南ないし南東に進み、県道小田河

辺大洲線に出る。ここから同県道をほ

ぼ南西に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

伊方・保 八幡浜市保内町川之石の宮内川河口 同 上

内休猟区 の第二川之石橋西端を起点とし、ここ

から同川右岸を下流に進み、海岸線に

出て、その海岸線をほぼ南西ないし北

西に進み、西宇和郡伊方町役場前の伊

方港桟橋で町道伊方八幡浜線との交点

に至る。ここから同町道及びこれに続

く町道伊方宮内線を北東に進み、国道

１９７号に出て、同国道を西に進み、町

道湊浦伊方越線との交点に至る。ここ

から同町道をほぼ西に進み、県道鳥井

喜木津線に出て、同県道をほぼ北東に

進み、町道伊方越大泉線との交点に至
りょう

る。ここから稜線を西に進み、伊方越

漁港防波堤南端で海岸線に出て、その

海岸線を北東に進み、八幡浜市保内町

木津のドウジ碆に至る。ここから稜線

を南西に進み、市道広早喜木津線に出

て、同市道を南西に進み、市道広瞽女

が峠線との交点に至る。ここから同市

道をほぼ東ないし南西に進み、平家谷

公園で宮内川に出て、同川右岸を下流

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

歯長休猟 西予市宇和町卯之町の国道５６号と県 同 上

区 道宇和野村線との交点を起点とし、こ

こから同県道をほぼ南東ないし東に進

み、野村ダム周辺鳥獣保護区界に至る。

ここから同区界を東ないし北東に進み、

文治が駄馬を経て、更に同区界をほぼ

南東に進み、同市宇和町と同市野村町

との境界に至る。ここから同境界を南

東に進み、西予市宇和町と西予市野村

町と宇和島市三間町との境界の交点に

至る。ここから西予市宇和町と宇和島

市三間町との境界を西に進み、歯長峠

を経て、更に同境界を西に進み、高森

山三角点（６３４．９メートル）を経て、

更に同境界を北西に進み、市道旧町地

区２７７号線に出て、同市道をほぼ北西

に進み、同国道に出て、同国道をほぼ

北西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

野村・坂 西予市野村町阿下の国道４４１号と県 同 上

石休猟区 道宇和野村線との交点を起点とし、こ

こから同県道をほぼ北東に進み、鹿野

川ダム周辺鳥獣保護区界に至る。ここ

から同区界をほぼ南東ないし北東に進

み、坂石地区を経て、更に同区界を南
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�愛媛県告示第１４２４号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を

指定する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

増田休猟 旧南宇和郡一本松町と旧南宇和郡城 同 上

区 辺町との境界と町道坪浜線との交点を

起点とし、ここから同境界を北西ない

し北東に進み、惣川山三角点（５６７．３

メートル）を経て、浅尻山三角点（６

４４メートル）に至る。ここから小渓谷

を東に進み、町道浅尻線との交点に至

り、ここから同町道をほぼ南東に進み、

町道増田３号線との交点に至り、ここ

から同町道を南に進み、町道増田２号

線との交点に至り、ここから同町道を

南に進み、町道増田１号線との交点に

至る。ここから同町道を南に進み、国

道５６号に出る。ここから同国道を南西

に進み、町道坪浜線との交点に至り、

ここから同町道を南ないし西に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

名 称 区 域 存続期間
禁止に係る特定猟具

の種類

南川特 西条市小松町南川にあ 平成２０年 銃 器

定猟具 る香園寺奥之院を起点と １１月１日

使用禁 し、ここから同院東側に から平成

止区域 ある大谷川右岸を下流に ３０年１０月

進み、市有林と私有林と ３１日まで

の境界に至り、ここから

同境界を東に進み、西条

市小松町南川と西条市小
りょう

松町新屋敷との境界の稜
りょう

線に至る。ここから同稜

線を南東に進み、標高点

（４８８メートル）に至る。

ここから旧小松町と旧石

鎚村と石根村との境界の

交点に至る市有林と私有
りょう

林との境界の稜線をほぼ

西に進み、旧小松町と旧

石鎚村と旧石根村との交

点に至る。ここから西条

市小松町南川と西条市小

松町妙口の境界をほぼ北

に進み、市有林と私有林

との境界との交点に至る。

ここから同境界を北東な

いし南東に進み、同川を

渡り、同川右岸に至る。

東に進み、同町と同市城川町との境界

に至る。ここから同境界をほぼ南西に

進み、市道野村城川線に出て、同市道

をほぼ北西に進み、市道峰伊勢井谷線

との交点に至る。ここから同市道をほ

ぼ北西に進み、同国道に出て、同国道

を北西に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

高野子・ 西予市城川町高野子の県道日向谷高 同 上

川津休猟 野子線と国道１９７号との交点を起点と

区 し、ここから同国道をほぼ北西に進み、

市道川井谷線との交点に至る。ここか

ら中津川三角点（７３３．５メートル）に
りょう

通じる稜線をほぼ北東に進み、同三角
りょう

点を経て、更に同稜線をほぼ北東に進

み、同市と高知県との境界線上にある

三角点（９２９．０メートル）に至り、こ

から同境界を南ないし東に進み、九十

九曲峠に至る。ここから林道東津野城

川線に通じる山道を南西に進み、同林

道に出て、同林道を南に進み、市道荒

川線との交点に至る。ここから同市道

をほぼ南西に進み、同県道に出る。こ

こから同県道を南西に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

御開山休 旧北宇和郡日吉村と旧北宇和郡広見 同 上

猟区 町との境界と国道３２０号との交点を起

点とし、ここから同国道を南に進み、

町道野地横山線との交点に至る。ここ

から同町道を西ないし南に進み、国道

３２０号との交点に出る。ここから同国

道を西ないし南に進み、県道小倉三間

線との交点に至る。ここから同県道を

ほぼ北西に進み、国道４４１号に出る。

ここから同国道を北ないし北西に進み、

北宇和郡鬼北町と西予市城川町との境

界に至る。ここから同境界を東に進み、

旧北宇和郡広見町と西予市城川町と旧

北宇和郡日吉村との境界の交点に至り、

ここから旧北宇和郡広見町と旧北宇和

郡日吉村との境界を南東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

北灘休猟 旧北宇和郡津島町と旧宇和島市との 同 上

区 境界と市道松尾線との交点を起点とし、

ここから同市道をほぼ南に進み、国道

５６号に出て、同国道を南に進み、津島

大橋北端で岩松川に出る。ここから同

川右岸を下流に進み、海岸線に出る。

ここからその海岸線をほぼ北ないしほ

ぼ西に進み、鵜之浜、国永、尻貝及び

福浦を経て、更にその海岸線をほぼ北

に進み、蜂の巣鼻で同境界に至る。こ

こから同境界を南東ないし東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域
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北端に至り、ここから同

橋を南に渡り、同橋南端

に至る。ここから同川の

左岸を西ないし南に進み、

市道石井２９号線との交点

に至り、ここから同市道

をほぼ西に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

上野宮 伊予市と伊予郡砥部町 同 上 同 上

下特定 との境界と県道伊予川内

猟具使 線との交点を起点とし、

用禁止 ここから同境界を南東な

区域 いしほぼ南西に進み、県

道砥部伊予松山線に至り、

ここから同県道をほぼ北

西に進み、市道下吾川上

野線との交点に至る。こ

こから同市道をほぼ北東

に進み、県道伊予川内線

に至り、ここから同県道

をほぼ北東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

小野田 西予市宇和町小野田の 同 上 同 上

特定猟 市道１級路線７号線と林

具使用 道基野伴野線との交点を

禁止区 起点とし、ここから同市

域 道を南西に進み、市道旧

町地区１１２号線との交点

に至り、ここから同市道

を南東に進み、舟川左岸

に出る。ここから、同川

左岸を南西に進み、三蔵

宮池と用水路の交点に至

り、ここから同用水路を

南西ないし北西に進み、

農道三倉宮線と林道基野

伴野線へ向かう山道の交

点に至り、同山道を西へ

進み、林道基野伴野線に

出て、ここから同林道を

北東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

広見岩 北宇和郡鬼北町大字興 同 上 同 上

屋特定 野々の国道３２０号と町道

猟具使 興芳線との交点である興

用禁止 芳橋南端を起点とし、こ

区域 こから同橋を渡り、町道

新田富永線との交点に至

り、ここから同町道をほ

ぼ北東ないし南東に進み、

県道下鍵山松野線に出る。

ここから同県道を西ない

し、南西に進み、国道３

ここから同岸を下流に進

み、起点に至る線に囲ま

れた区域

国見峠 松山市桜ヶ丘の県道松 同 上 同 上

特定猟 山東部環状線とＪＲ四国

具使用 予讃線との交点を起点と

禁止区 し、ここから同県道を南

域 西に進み、市道宮前４５号

線との交点に至り、ここ

から同市道を西に進み、

市道宮前６７号線との交点

に至る。ここから同市道

を北西に進み、市道宮前

６５号線との交点に至り、

ここから同市道をほぼ北

西に進み、県道辰巳伊予

和気停車場線との交点に

至り、ここから同県道を

ほぼ北ないし北東に進み、

久万川に出る。ここから

同川の左岸をほぼ南東に

進み、ＪＲ四国予讃線と

の交点に至り、ここから

同線を南ないしほぼ南西

に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

星ヶ丘 松山市星丘町の星岡橋 同 上 同 上

特定猟 南端を起点とし、ここか

具使用 ら市道石井３２号線を北に

禁止区 進み、市道石井１号線と

域 の交点に至り、ここから

同市道を北に進み、市道

石井３４号線との交点に至

る。ここから同市道をほ

ぼ北に進み、市道石井１

１７号線に至り、ここから

同市道をほぼ北東に進み、

市道石井１１６号線との交

点に至り、ここから同市

道を北に進み、市道久米

２号線との交点に至る。

ここから同市道を東に進

み、国道１１号に出て、同

国道を南東に進み、市道

久米２号線との交点に至

り、ここから同市道を南

ないし東に進み、松山城

南高等学校に至る。ここ

から同校の西側水路をほ

ぼ南西に進み、小野川に

至り、ここから同川の右

岸を西に進み、雲門寺橋
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�愛媛県告示第１４２５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ西条店

西条市福武字沢ノ前甲９７１番１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２１年５月２５日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

３，０６４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

２０５台

イ 駐輪場の収容台数

９１台

ウ 荷さばき施設の面積

１００平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

５４立法メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午前０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４０分から午前０時２０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２０年９月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１４２６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

越智郡上島町弓削下弓削２１０番

上島町

代表者 上島町長 上村俊之

越智郡上島町弓削下弓削１８５番５

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

越智郡上島町岩城４６８５番１から同町岩城４６９０番２の地先公

有水面

イ 区域

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線並びに７点と

１点を結ぶ平成１９年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．７１メート

ル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町字長江乙１３５０－１番地内の国土地理院

「長江」四等三角点）は、北緯３４度１６分２４．３１６９秒、東経１

３３度９分０１．１９５０秒の地点

１点は、基点から真北２度０８分２８秒７８１．２７メートルの地点

２点は、１点から真北３５４度５７分１９秒４７．９８メートルの地

点

３点は、２点から真北８４度５７分３０秒１４７．０２メートルの地点

４点は、３点から真北３５４度５７分３０秒４２．３６メートルの地

点

２０号に出る。ここから同

国道を南西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

アチ谷 北宇和郡鬼北町大字奈 同 上

池特定 良のアチ谷池の区域一円

猟具使

用禁止

区域

愛 媛 県 報平成２０年１０月７日 第２００５号

１０８１
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５点は、４点から真北８４度５７分３０秒３１．０５メートルの地点

６点は、５点から真北１７４度５７分３０秒５１．５０メートルの地

点

７点は、６点から真北１７７度５６分１２秒３０．５８メートルの地

点

ウ 面積

９，６８８．５４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

越智郡上島町岩城４６８１番１から同町岩城４６９０番２の地先公

有水面及び陸域

イ 区域

次のア点からエ点までを順次直線で結んだ線及びエ点とア

点を結んだ直線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町字長江乙１３５０－１番地内の国土地理院

「長江」四等三角点）は、北緯３４度１６分２４．３１６９秒、東経１

３３度９分０１．１９５０秒の地点

ア点は、基点から真北３５４度４６分５１秒７４８．１８メートルの地

点

イ点は、ア点から真北３５４度５７分２６秒２１７．３０メートルの地

点

ウ点は、イ点から真北８４度５７分２６秒３７８．０２メートルの地点

エ点は、ウ点から真北１７４度５７分２６秒２１７．３０メートルの地

点

ウ 面積

８２，１４３．６２平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

４ 埋立免許年月日

平成２０年１０月７日

�������
�愛媛県告示第１４２７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量を実施する旨の通知があった。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（基準点設置作業）

２ 作業期間 平成２０年１０月７日から

平成２０年１２月１５日まで

３ 作業地域 松山市高岡町

�������
�愛媛県告示第１４２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１項の規定によ

り、その都市計画の案を愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

新居浜都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

東予広域都市計画区域の一部（新居浜市）

�������
�愛媛県告示第１４２９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１項の規定によ

り、その都市計画の案を愛媛県庁及び西条市役所において告示の日

から２週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

西条都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

東予広域都市計画区域の一部（西条市）

�������
�愛媛県告示第１４３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１項の規定によ

り、その都市計画の案を愛媛県庁及び大洲市役所において告示の日

から２週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

大洲都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

大洲都市計画区域及び長浜都市計画区域

�愛媛県告示第１４３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成２０年１０月７日 第２００５号
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

シンチレーション式モニタリングポストの購入

� 購入物品名及び数量

シンチレーション式モニタリングポスト ６式

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２１年３月３１日

� 納入場所

愛媛県モニタリングポスト（西宇和郡伊方町）

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

�愛媛県告示第１４３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年１０月７日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�愛媛県告示第１４３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 玉川菊間線

今治市菊間町松尾７１３番２から

同市菊間町高田１４番まで
旧 ３．６～２４．０ １．２０５

道路台帳
付図【１５】
－５から
【１７】－９
まで

今治市菊間町松尾７１３番２から
同市菊間町高田１４番まで

今治市菊間町松尾７１４番から
同市菊間町高田１４番まで

新
３．６～２４．０

１１．０～５６．０

１．２０５

１．２８８

道路台帳
付図【１５】
－５から
【１７】－９
まで

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 玉川菊間線
今治市菊間町高田１６番２から

同市菊間町高田１４番まで
平成２０年１０月７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第３４号

平成２０年９月２９日
伊予市下吾川字壱丁地５９０番１、５９０番５

伊予郡松前町大字浜７７５番地１

株式会社コーシンコンストラクション

代表取締役 福 枡 浩 司

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町三崎１０７２番２から

同町三崎１６１１番２まで
平成２０年１０月７日

愛 媛 県 報平成２０年１０月７日 第２００５号

１０８３



未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０・２１・２２年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されていること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
電話（０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期限

電子入札による場合は、平成２０年１１月１８日（火）午前９時か

ら平成２０年１１月２０日（木）午後１時５９分まで。

紙入札方式による場合は、２�の証明書類提出後から平成２０
年１１月２０日（木）午後１時５９分まで。

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年１１月２０日（木）午後２時００分

愛媛県庁舎 総務部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条の規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札書の提出に先立

って提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札方式による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵

便に限る。）により提出すること。

� 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Scintillation

Radiation Monitoring System，６ set

� Time limit of tender：１：５９p．m．，２０November

� For further information，please contact： Supplies Procurement

Section，General Administration Division，General Affairs

Department，Ehime Prefectural Government，４‐４‐２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime ７９０‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２１５６
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次のとおり一般競争入札に付する。
平成２０年１０月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

行政情報処理端末機ほかの借入れ

� 借入物品名及び数量

行政情報処理端末機ほか（ハードウェア一式、ソフトウェア

一式、搬入、据付け、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２１年３月１日から平成２７年２月２８日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２０・２１・

２２年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

愛 媛 県 報平成２０年１０月７日 第２００５号

１０８４



��������������

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０‐８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話（０８９）９３４‐０１１０

� 入札書の受領期限

平成２０年１１月１９日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年１１月１９日（水）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び

日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を下記の受領期間に提出

しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期間

平成２０年１０月７日（火）午前９時から平成２０年１１月１１日（火）

午後５時３０分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Administration

Information Disposition Terminal another

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，１９November，２００８

� For further information，please contact： Supplies Procurement

Section，Finance Division，Administration Department，Ehime

Prefectural Police Headquarters，２‐２ Minamihoribatacho，

Matsuyama，Ehime ７９０‐８５７３ Japan

TEL０８９‐９３４‐０１１０

�愛媛県選挙管理委員会告示第４５号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２０年１０月７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（選挙会及び選挙分会の参観制限）

第２９条 第２６条の規定は、選挙会及び選挙分会の参観制限について、

準用する。

（選挙会及び選挙分会の参観制限）

第２９条 第２６条の規定は、選挙会及び選挙分会の参観制限ついて 、

準用する。

第３０号様式を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２０年１０月７日 第２００５号
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第３０号様式

その１（衆議院議員選挙及び参議院議員選挙以外の選挙の場合）

何年何月何日 何開票区開票管理者氏名印
何 選 挙 投 票 調 集 計 表

執 行 何年何月何日調製

区分
性別

名簿登録者数 有 権 者 数 投 票 者 数 棄 権 者 数 投 票 率 （％）

男

女

計

注 投票率は、小数点以下第２位まで記載し、第３位を四捨五入すること。 愛
媛

県
報

平
成
２０
年
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月
７
日

第
２００５

号

１０８６



その２（衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の場合）

何年何月何日 何開票区開票管理者氏名印
何 選 挙 投 票 調 集 計 表

執 行 何年何月何日調製

国内
区分

性別
名簿登録者数 有 権 者 数 投 票 者 数 棄 権 者 数 投 票 率 （％）

男

女

計

在外
区分

性別
名簿登録者数 有 権 者 数 投 票 者 数 棄 権 者 数 投 票 率 （％）

男

女

計

国内＋在外
区分

性別
名簿登録者数 有 権 者 数 投 票 者 数 棄 権 者 数 投 票 率 （％）

男

女

計

注 投票率は、小数点以下第２位まで記載し、第３位を四捨五入すること。

愛
媛

県
報
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成
２０
年
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月
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日
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「市（町）選挙管理委員会委員長 氏名 「市（町村）選挙管理委員会委員長 氏名
第３４号様式中 を 候補者住所地市（町村）長 氏名 に改め、同様式注を次のように改める。

何 投 票 区 投 票 管 理 者 氏名」 何 投 票 区 投 票 管 理 者 氏名」
注 別紙は、次のとおりとすること。ただし、立候補の届出事項の異動及び辞退の場合にあっては、告示の写しを添付すること。
別紙
（選挙区 ）
届出受
理番号

届 出
年月日

届出
の別

候補者氏名 本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

備考１ 選挙区が複数ある場合は、選挙区ごとにこの表を作成すること。
２ 「（選挙区 ）」の欄は、選挙区がない場合は、削ること。
３ 「届出の別」の欄には、「本人届出」、「推薦届出」又は「政党届出」の別を記載すること。
４ 「候補者氏名」の欄には、通称及び本名を記載し、振り仮名（仮名書きの部分を除く。）を付すること。
５ 「本籍」の欄は、都道府県名を記載すること。
６ 「党派」の欄は、立候補届出書に記載された政党その他の政治団体の名称が字数２０を超える場合は、その名称のほか公職選挙法施
行令（昭和２５年政令第８９号）第８９条第４項の規定による略称を併せて記載すること。
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�正 誤

平成２０年８月２６日付け第１９９３号愛媛県告示第１２５０号（愛媛県漁業

近代化資金利子補給規程の一部改正）中

ページ 箇 所 誤 正

９１９ 上から１行目 平成年月日 平成２０年７月１８日

平成２０年１０月７日 発行

愛 媛 県 報平成２０年１０月７日 第２００５号

１０８９


